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川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例 

（平成21年12月24日条例第52号、令和５年３月30日条例第９号最終改正） 

川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則 

（平成21年12月24日規則第90号、令和６年３月29日規則第19号最終改正） 

 

条例（R7.4施行時点） 規則（R7.4施行時点） 

○川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例 ○川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則 

第１章 総則  

（目的） （趣旨） 

第１条 この条例は、地球温暖化対策及び気候変動適応

に関する施策（以下「地球温暖化対策等」という。）

の推進に関する計画の策定、事業活動に係る地球温暖

化対策、脱炭素エネルギー源の利用による地球温暖化

対策、環境技術による国際貢献の推進その他必要な事

項を定めることにより、地球温暖化対策等を総合的か

つ計画的に推進し、温室効果ガスの排出の量の削減並

びに吸収作用の保全及び強化並びに気候変動適応を図

り、もって脱炭素社会の実現に資するとともに、良好

な環境を将来の世代に引き継ぐことを目的とする。 

第１条 この規則は、川崎市地球温暖化対策等の推進に

関する条例（平成21年川崎市条例第52号。以下「条例」

という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） （用語） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用

する用語の例による。 

(１) 地球温暖化 人の活動に伴って発生する温室効果

ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させること

により、地球全体として、地表、大気及び海水の温度

が追加的に上昇する現象をいう。  

(２) 地球温暖化対策 温室効果ガスの排出の量の削減

並びに吸収作用の保全及び強化（以下「温室効果ガス

の排出の量の削減等」という。）その他の地球温暖化

の防止を図るための施策をいう。  

(３) 温室効果ガス 地球温暖化対策の推進に関する法

律（平成10年法律第117号。以下「法」という。）第２

条第３項各号に掲げる物質をいう。  

(４) 温室効果ガスの排出 人の活動に伴って発生する

温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出

させ、又は他人から供給された電気若しくは熱（燃料

又は電気を熱源とするものに限る。）を使用すること

をいう。  

(５) 脱炭素社会 人の活動に伴って発生する温室効果

ガスの排出量と吸収作用の保全及び強化により吸収さ

れる温室効果ガスの吸収量との間の均衡が保たれた社

会をいう。 
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条例（R7.4施行時点） 規則（R7.4施行時点） 

 (６) 気候変動適応 気候変動影響（地球温暖化その他

の気候の変動に起因して、人の健康又は生活環境の悪

化、生物の多様性の低下その他の生活、社会、経済又

は自然環境において生ずる影響をいう。）に対応して、

これによる被害の防止又は軽減その他生活の安定、社

会若しくは経済の健全な発展又は自然環境の保全を図

ることをいう。  

(７) 再生可能エネルギー源 太陽光、風力その他のエ

ネルギー源のうち、永続的に利用することができると

認められるものとして規則で定めるものをいう。 

（再生可能エネルギー源） 

第３条 条例第２条第７号の規則で定めるものは、エネ

ルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用

及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する

法律施行令（平成21年政令第222号）第４条各号に掲げ

る再生可能エネルギー源とする。 

(８) 脱炭素エネルギー源 再生可能エネルギー源又は

再生可能エネルギー源から製造される水素その他のエ

ネルギー源であってその利用が脱炭素社会の実現に寄

与するものをいう。  

（基本理念）  

第３条 地球温暖化対策等の推進は、環境の保全と経済

及び社会の発展を統合的に推進しつつ、2050年までの

脱炭素社会の実現を旨として、行われなければならな

い。 

 

（市の責務）  

第４条 市は、総合的かつ計画的な地球温暖化対策等を

策定し、及び実施する責務を有する。 

 

２ 市は、事業者及び市民が行う地球温暖化対策等を推

進するための措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

 

３ 市は、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排

出の量の削減等及び気候変動適応のための措置を講ず

るよう努めなければならない。 

 

（事業者及び市民の責務）  

第５条 事業者及び市民は、地球温暖化対策等の推進の

ため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

２ 事業者及び市民は、市が実施する地球温暖化対策等

に協力しなければならない。 

 

（地球温暖化対策等に関する協働）  

第６条 市、事業者及び市民は、密接な連携の下に協働

して、地球温暖化対策等に取り組まなければならない。 
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条例（R7.4施行時点） 規則（R7.4施行時点） 

第２章 地球温暖化対策等に関する施策等  

第１節 地球温暖化対策等推進基本計画等  

（地球温暖化対策等推進基本計画）  

第７条 市長は、地球温暖化対策等を総合的かつ計画的

に推進するため、地球温暖化対策等の推進に関する基

本計画（以下「地球温暖化対策等推進基本計画」とい

う。）を策定するものとする。 

 

２ 地球温暖化対策等推進基本計画には、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

 

(１) 計画期間  

(２) 地球温暖化対策の目標  

(３) 法第21条第３項各号に掲げる事項その他前号に掲

げる目標を達成するために必要な施策の基本的方向に

係る事項 

 

(４) 気候変動適応を推進するために必要な施策の基本

的方向に係る事項 

 

(５) 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策等の

推進に関し必要な事項 

 

３ 市長は、法第21条第８項に定めるもののほか、温室

効果ガスの排出の量の削減等に関係のある施策につい

ては、地球温暖化対策等推進基本計画と連携して温室

効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意する

ものとする。 

 

４ 市長は、地球温暖化対策等推進基本計画を策定しよ

うとするときは、あらかじめ、川崎市環境審議会（以

下「審議会」という。）の意見を聴かなければならな

い。 

 

５ 市長は、地球温暖化対策等推進基本計画を策定した

ときは、速やかに、これを公表するものとする。 

 

６ 市長は、地球温暖化対策等に係る技術の向上及び社

会情勢を踏まえ、必要があると認めるときは、地球温

暖化対策等推進基本計画を変更するものとする。 

 

７ 第４項及び第５項の規定は、前項の規定により地球

温暖化対策等推進基本計画を変更する場合に準用す

る。 

 

８ 市長は、地球温暖化対策等推進基本計画の達成状況

等について、毎年度、審議会に報告するとともに、公

表するものとする。 
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条例（R7.4施行時点） 規則（R7.4施行時点） 

（地球温暖化対策等推進実施計画）  

第８条 市長は、地球温暖化対策等推進基本計画に基づ

き、地球温暖化対策等の推進のために実施する措置に

関する計画（以下「地球温暖化対策等推進実施計画」

という。）を定めるものとする。 

 

２ 地球温暖化対策等推進実施計画には、法第21条第５

項各号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 

 

３ 市長は、地球温暖化対策等推進実施計画に基づく措

置の実施状況等について、毎年度、審議会に報告する

とともに、公表するものとする。 

 

第２節 事業活動に係る地球温暖化対策  

（事業活動脱炭素化取組指針）  

第９条 市長は、事業者の温室効果ガスの排出の量の削

減等の推進並びに次条第１項に規定する事業活動脱炭

素化取組計画書、同条第３項に規定する中小規模事業

者用脱炭素化取組計画書並びに第12条に規定する事業

活動脱炭素化取組結果報告書及び中小規模事業者用脱

炭素化取組結果報告書の作成及び評価のために必要な

事項についての指針（以下「事業活動脱炭素化取組指

針」という。）を定めるものとする。 

 

２ 事業活動脱炭素化取組指針は、科学的知見、技術水

準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの

事情の変動に応じて必要な変更を行うものとする。 

 

３ 市長は、事業活動脱炭素化取組指針を定め、又は変

更したときは、これを公告するものとする。 

 

（事業活動脱炭素化取組計画書） （特定事業者） 

第10条 温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業者

として規則で定めるもの（以下「特定事業者」という。）

は、事業活動脱炭素化取組指針に基づき、規則で定め

るところにより、次に掲げる事項を記載した計画書（以

下「事業活動脱炭素化取組計画書」という。）を作成

し、市長に提出しなければならない。 

(１) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所若しくは

事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の

氏名 

(２) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量及び当該

量の削減に係る事項 

(３) エネルギーの使用量及び当該量の削減に係る事項 

(４) 再生可能エネルギー源の利用及び使用するエネル

ギーの電化に係る事項 

(５) 自動車の使用に伴う温室効果ガスの排出の量の削

減に係る事項 

第４条 条例第10条第１項の規則で定めるものは、次の

各号のいずれかに該当する事業者とする。 

（１） 本市の区域内に設置している全ての事業所にお

ける原油換算エネルギー使用量（エネルギーの使用の

合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

施行令（昭和54年政令第267号）第２条第２項に規定す

る原油換算エネルギー使用量をいう。以下同じ。）の

前年度における合計量が1,500キロリットル以上の事

業者（次号に該当する事業者を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 



5/30 

条例（R7.4施行時点） 規則（R7.4施行時点） 

(６）温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する技術又

は製品の開発等に係る事項 

(７) その他規則で定める事項 

２ 前項の規定により事業活動脱炭素化取組計画書を提

出した特定事業者（以下「計画書提出特定事業者」と

いう。）は、同項各号に掲げる事項に変更があったと

き、又は当該事業活動脱炭素化取組計画書に係る事業

を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で

定めるところにより、その旨を市長に届け出なければ

ならない。 

３ 特定事業者以外の事業者（以下「中小規模事業者」

という。）は、規則で定めるところにより、事業活動

脱炭素化取組計画書に準ずる計画書（以下「中小規模

事業者用脱炭素化取組計画書」という。）を作成し、

市長に提出することができる。 

４ 第１項及び第２項の規定は、前項の規定により中小

規模事業者用脱炭素化取組計画書を提出する場合につ

いて準用する。この場合において、第１項中「次に掲

げる事項」とあるのは「次の第１号、第２号、第４号

及び第７号に掲げる事項」と、第２項中「事業活動脱

炭素化取組計画書」とあるのは「中小規模事業者用脱

炭素化取組計画書」と、「あったとき」とあるのは「あ

ったとき、当該中小規模事業者用脱炭素化取組計画書

に係る計画を中止したとき」と読み替えるものとする。 

５ 第３項の規定により中小規模事業者用脱炭素化取組

計画書を提出した中小規模事業者が特定事業者に該当

することとなった場合は、当該中小規模事業者用脱炭

素化取組計画書は、その該当することとなった年度以

降、その効力を失う。 

（２） 連鎖化事業（エネルギーの使用の合理化及び非

化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和54年法

律第49号）第19条第１項に規定する連鎖化事業をいう。

以下同じ。）を行う者（以下「連鎖化事業者」という。）

にあっては、当該連鎖化事業者が本市の区域内に設置

している全ての事業所及び当該連鎖化事業に加盟する

者が本市の区域内に設置している当該連鎖化事業に係

る全ての事業所における原油換算エネルギー使用量の

前年度における合計量が1,500キロリットル以上の事

業者 

（３） 事業者の事業活動に伴う自動車（自動車から排

出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域におけ

る総量の削減等に関する特別措置法施行令（平成４年

政令第365号）第４条各号に掲げる自動車（被けん引車

（自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを

目的として製作した用具であるものをいう。）を除く。）

であって、本市の区域内に使用する本拠を有するもの

をいう。）の前年度の末日における台数が100台以上の

事業者 

（４） 本市の区域内に設置している全ての事業所にお

ける温室効果ガスのうちいずれかの物質の前年度又は

前年の排出の量（地球温暖化対策の推進に関する法律

施行令（平成11年政令第143号）第５条第10号から第16

号までの規定の例により得られる量をいう。）が3,000

トン以上の事業者 

（事業活動脱炭素化取組計画書の作成等） 

第５条 条例第10条第１項の規定による作成は、３年間

を計画の期間（以下「計画期間」という。）として行

うとともに、同項の規定による提出は、特定事業者に

該当することとなった年度以降、３年度ごとに、事業

活動脱炭素化取組指針に定める資料を添付し、事業活

動脱炭素化取組計画書（第１号様式）により、計画期

間の初年度の７月末日までに行うものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、前条第２号の規定に該当

する連鎖化事業者が条例第10条第１項規定により作成

する場合は、当該連鎖化事業者が本市の区域内に設置

しているすべての事業所及び当該連鎖化事業に加盟す

る者が本市の区域内に設置している当該連鎖化事業に

係るすべての事業所を対象として行うものとする。 
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条例（R7.4施行時点） 規則（R7.4施行時点） 

 （事業活動脱炭素化取組計画書の記載事項） 

 第６条 条例第10条第１項第７号の規則で定める事項

は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 第４条各号のうち事業者が該当する号 

（２） 温室効果ガスの排出を行う産業、運輸その他の

部門 

（３） 統計法（平成19年法律第53号）第２条第９項に

規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大

分類及び中分類のうち事業者が該当するもの 

（４） 主たる事業の内容 

（５） 事業者の規模 

（６） 計画期間 

（７） 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減

等を図るための基本方針 

（８） 温室効果ガスの排出の量の削減等に向けた組織

体制 

（９） 地球温暖化対策の推進への貢献に係る事項（条

例第10条第1項第2号から第6号までに掲げる事項を除

く。） 

（10） その他市長が必要と認める事項 

 （事業活動脱炭素化取組計画書の変更等の届出） 

 第７条 条例第10条第２項の規定による届出は、事業活

動脱炭素化取組指針に定める資料を添付し、事業活動

脱炭素化取組計画書変更等届出書（第２号様式）によ

り行うものとする。 

２ 条例第10条第２項の規定による届出は、変更があっ

たときにあっては速やかに、廃止し、休止し、又は再

開したときにあってはその日の翌日から起算して15日

以内に行うものとする。 

 （中小規模事業者用脱炭素化取組計画書の作成等） 

 第８条 前３条の規定は、条例第10条第３項の規定によ

る中小規模事業者用脱炭素化取組計画書の作成及び提

出について準用する。この場合において、第５条第１

項中「事業活動脱炭素化取組計画書（第１号様式）」と

あるのは「中小規模事業者用脱炭素化取組計画書（第

３号様式）」と、第６条中「次に掲げるとおり」とある

のは「次の第２号から第４号まで及び第６号から第１

０号までに掲げるとおり」と、前条第１項中「事業活

動脱炭素化取組計画書変更等届出書（第２号様式）」と

あるのは「中小規模事業者用脱炭素化取組計画書変更

等届出書（第４号様式）」と、同条第２項中「あったと

き」とあるのは「あったとき又は中止したとき」と読

み替えるものとする。 
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条例（R7.4施行時点） 規則（R7.4施行時点） 

（事業活動脱炭素化取組結果報告書） （事業活動脱炭素化取組結果報告書の提出） 

第11条 計画書提出特定事業者及び中小規模事業者用脱

炭素化取組計画書を提出した中小規模事業者（以下「計

画書提出事業者」という。）は、当該事業活動脱炭素

化取組計画書又は中小規模事業者用脱炭素化取組計画

書（以下この項、第14条第１項及び第15条において「計

画書」という。）を提出した日の属する年度の翌年度

から計画書に係る計画の期間が終了する日の属する年

度の翌年度（前条第５項に規定する場合における中小

規模事業者にあっては、同項に規定する年度。第13条

第２項及び第３項において「最終提出年度」という。）

までの毎年度、事業活動脱炭素化取組指針に基づき、

規則で定めるところにより、当該年度の前年度分まで

の、計画書に記載された事業活動に伴う温室効果ガス

の排出の量の削減の状況等を記載した報告書を作成

し、市長に提出しなければならない。計画書提出特定

事業者が、特定事業者に該当しなくなった場合も、同

様とする。 

２ 前条第２項（同条第４項において準用する場合を含

む。）の規定による廃止の届出を行った場合その他の

規則で定める場合については、前項の規定は、適用し

ない。 

第９条 条例第11条第１項の規定による提出は、事業活

動脱炭素化取組指針に定める資料を添付し、計画書提

出特定事業者にあっては事業活動脱炭素化取組結果報

告書（第５号様式）により、中小規模事業者用脱炭素

化取組計画書を提出した中小規模事業者にあっては中

小規模事業者用脱炭素化取組結果報告書（第６号様式）

により行うものとする。 

２ 条例第11条第１項の規定による提出は、７月末日ま

でに行うものとする。ただし、条例第10条第２項の規

定による廃止又は休止の届出を行った事業者及び同条

第４項の規定により読み替えて準用する同条第２項の

規定による中止又は廃止若しくは休止の届出を行った

事業者については、届出を行った日の翌日から起算し

て90日以内に行うものとする。 

３ 条例第11条第２項の規則で定める場合は、次に掲げ

る場合とする。ただし、第１号及び第２号に掲げる場

合にあっては、廃止した日若しくは中止した日の属す

る年度の翌々年度以降又は休止した日の属する年度の

翌々年度から再開する日の属する年度までの間に限

る。 

（１） 特定事業者が条例第10条第２項の規定による廃

止又は休止の届出を行った場合 

（２） 中小規模事業者が同条第４項の規定により読み

替えて準用する同条第２項の規定による中止又は廃止

若しくは休止の届出を行った場合 

（３） その他市長が特別の事情があると認める場合 
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条例（R7.4施行時点） 規則（R7.4施行時点） 

（事業活動脱炭素化取組計画書等の概要の公表） （事業活動脱炭素化取組計画書等の概要の公表） 

第12条 市長は、事業活動脱炭素化取組計画書、中小規

模事業者用脱炭素化取組計画書、計画書提出特定事業

者が前条第１項の規定により作成した報告書（以下「事

業活動脱炭素化取組結果報告書」という。）及び中小

規模事業者が同項の規定により作成した報告書（以下

「中小規模事業者用脱炭素化取組結果報告書」とい

う。）が提出されたときは、インターネットの利用そ

の他適切な方法により、速やかに、当該提出に係る計

画書提出事業者の氏名又は名称その他の規則で定める

事項を公表するものとする。 

第10条 条例第12条の規則で定める事項は、次の各号に

掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項と

する。ただし、当該事項を公にすることにより事業者

の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れのある事項が含まれる場合は、この限りではない。 

（１） 事業活動脱炭素化取組計画書 次に定めるとお

りとする。 

ア 条例第10条第１項第１号から第６号までに掲げる

事項 

イ 第６条第１号から第９号までに掲げる事項 

ウ その他市長が必要と認める事項 

 （２） 中小規模事業者用脱炭素化取組計画書 次に定

めるとおりとする。 

 ア 条例第10条第１項第１号、第２号及び第４号に掲げ

る事項 

 イ 第６条第２号から第４号まで及び第６号から第９

号までに掲げる事項 

 ウ その他市長が必要と認める事項 

 （３） 事業活動脱炭素化取組結果報告書 次に定める

とおりとする。 

 ア 条例第10条第１項第１号から第６号までに掲げる

事項 

 イ 第６条第１号から第６号まで及び第９号に掲げる

事項 

 ウ その他市長が必要と認める事項 

 （４） 中小規模事業者用脱炭素化取組結果報告書 次

に定めるとおりとする。 

 ア 条例第10条第１項第１号、第２号及び第４号に掲げ

る事項 

 イ 第６条第２号から第４号まで、第６号及び第９号に

掲げる事項 

 ウ その他市長が必要と認める事項 
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条例（R7.4施行時点） 規則（R7.4施行時点） 

（事業活動脱炭素化取組計画書等の評価及びその公表） （評価の求め） 

第13条 市長は、第10条第１項の規定により提出された

事業活動脱炭素化取組計画書又は同条第３項の規定に

より提出された中小規模事業者用脱炭素化取組計画書

に記載された同条第１項第２号から第６号までに掲げ

る事項（同条第２項（同条第４項において準用する場

合を含む。）の規定による同条第１項第２号から第６

号までに掲げる事項の変更に係る届出（軽微な変更に

係るものを除く。）がされたときは、その変更後のも

の）について、事業活動脱炭素化取組指針に基づいて

評価を行うものとする。 

２ 市長は、第11条第１項の規定により提出された事業活

動脱炭素化取組結果報告書又は中小規模事業者用脱炭素

化取組結果報告書（最終提出年度に提出すべきものを除

く。）の内容について、規則で定めるところにより計画

書提出事業者から評価を求められたときは、事業活動脱

炭素化取組指針に基づいて評価を行うものとする。 

３ 市長は、第11条第１項の規定により提出された事業活

動脱炭素化取組結果報告書又は中小規模事業者用脱炭素

化取組結果報告書（最終提出年度に提出すべきものに限

る。）の内容について、事業活動脱炭素化取組指針に基

づいて評価を行うものとする。 

４ 市長は、前３項の規定による評価を行ったときは、規

則で定めるところにより、当該評価に係る計画書提出事

業者に対し、当該評価の結果を通知するものとする。 

５ 市長は、第１項から第３項までの規定による評価を行

ったときは、規則で定める場合を除き、規則で定める期

間、インターネットの利用その他適切な方法により、当

該評価に係る計画書提出事業者の氏名又は名称、当該評

価の結果その他の規則で定める事項を公表するものとす

る。 

６ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、

あらかじめ、第１項から第３項までの規定による評価を

受けた計画書提出事業者に対し、意見を述べる機会を与

えるものとする。 

第11条 条例第13条第２項の規定による評価の求めは、

条例第11条第１項の規定による事業活動脱炭素化取組

結果報告書又は中小規模事業者用脱炭素化取組結果報

告書の提出に併せて、取組結果報告書評価依頼申出書

（第７号様式）を市長に提出して行うものとする。 

（評価の結果の通知） 

第12条 条例第13条第４項の規定による評価の結果の通

知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うもの

とする。 

（１） 事業者の氏名又は名称 

（２） 事業者の所在地 

（３） 評価の結果 

（４） 書面により条例第13条第６項に規定する意見を

述べることができること。 

（５） 前号の意見を述べることができる期間 

（６） その他市長が必要と認める事項 

（評価の結果を公表しない場合） 

第13条 条例第13条第５項の規則で定める場合は、天災

その他やむを得ないものとして事業活動脱炭素化取組

指針に定める場合とする。 

（評価の結果を公表する期間） 

第14条 条例第13条第５項の規則で定める期間は、次の

各号に掲げる公表の区分に応じ、当該各号に定める期

間とする。 

（１） 事業活動脱炭素化取組計画書又は中小規模事業

者用脱炭素化取組計画書に対する評価の公表 当該評

価を公表した日から当該事業活動脱炭素化取組計画書

又は中小規模事業者用脱炭素化取組計画書に係る計画

期間が終了する日の属する年度の翌年度の末日まで 

（２） 事業活動脱炭素化取組結果報告書又は中小規模

事業者用脱炭素化取組結果報告書に対する評価の公表 

  当該評価を公表した日から、当該事業活動脱炭素化

取組結果報告書又は中小規模事業者用脱炭素化取組結

果報告書に係る計画期間が終了した日から起算して４

年を経過する日の属する年度の末日まで 

（公表する事項） 

第15条 条例第13条第５項の規則で定める事項は、次に

掲げるとおりとする。 

（１） 事業者の氏名又は名称 

（２） 評価の結果 

（３） その他市長が必要と認める事項 
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条例（R7.4施行時点） 規則（R7.4施行時点） 

（計画書提出事業者に対する支援）  

第14条 市長は、計画書提出事業者に対し、その提出し

た計画書の内容及び当該計画書に基づく温室効果ガス

の排出の量の削減等の推進に関する事項について、事

業活動脱炭素化取組指針に基づき、必要な指導及び助

言を行うことができる。 

 

２ 市長は、計画書提出事業者の温室効果ガスの排出の

量の削減等を推進するため、計画書提出事業者に対し、

前条第１項から第３項までの規定による評価の結果に

応じた情報の提供、指導、助言その他の必要な支援を

行うよう努めなければならない。 

 

（施設又は事業所を設置し、又は管理する事業者への協力） 

第15条 計画書提出事業者が設置し、又は管理する施設

又は事業所の一部を使用して事業活動を行う事業者

は、その使用に係る施設又は事業所を設置し、又は管

理する事業者による計画書の作成に協力するよう努め

るとともに、当該計画書に基づく温室効果ガスの排出

の量の削減等の推進について協力するよう努めるもの

とする。 

 

（中小規模事業者に対する支援）  

第16条 市は、中小規模事業者の温室効果ガスの排出の

量の削減等を推進するため、中小規模事業者に対し、

中小規模事業者用脱炭素化取組計画書の提出を促進す

るために必要な情報の提供、助言その他の支援を行う

よう努めなければならない。 

 

第３節 開発事業等に係る地球温暖化対策等  

（開発事業等に係る温室効果ガスの排出の量の削減等及び

気候変動適応） 

 

第17条 開発行為（都市計画法（昭和43年法律第100号）

第４条第12項に規定する開発行為をいう。）のうち、

１又は２以上の建築物（建築基準法（昭和25年法律第

201号）第２条第１号に規定する建築物をいう。以下同

じ。）の新築、増築又は改築（以下「新築等」という。）

の用に供する目的で行うもの（以下「開発事業」とい

う。）をしようとする者及び建築物の新築等をしよう

とする者は、当該開発事業又は建築物について、エネ

ルギーの使用の合理化その他の温室効果ガスの排出の

量の削減等及び緑化その他の気候変動適応のための措

置を講ずるよう努めるとともに、脱炭素エネルギー源

の利用を検討するよう努めるものとする。 

 

２ 市は、開発事業及び建築物に係る温室効果ガスの排

出の量の削減等及び気候変動適応について情報の提供

その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 
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条例（R7.4施行時点） 規則（R7.4施行時点） 

（開発事業地球温暖化対策等指針）  

第18条 市長は、開発事業に係る温室効果ガスの排出の

量の削減等及び気候変動適応の推進並びに次条第１項

の規定による開発事業地球温暖化対策等計画書の作成

のために必要な事項についての指針（以下「開発事業

地球温暖化対策等指針」という。）を定めるものとす

る。 

 

２ 第９条第２項及び第３項の規定は、開発事業地球温

暖化対策等指針について準用する。 

 

（開発事業地球温暖化対策等計画書） （特定開発事業） 

第19条 規則で定める開発事業（以下「特定開発事業」

という。）をしようとする者（以下「特定開発事業者」

という。）は、開発事業地球温暖化対策等指針に基づ

き、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記

載した計画書（以下「開発事業地球温暖化対策等計画

書」という。）を作成し、市長に提出しなければなら

ない。 

(１) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所若しくは

事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の

氏名 

(２) 特定開発事業を行う土地の位置及び区域 

(３) 特定開発事業の概要 

(４) 温室効果ガスの排出の量の削減等及び気候変動適

応を図るため実施しようとする措置の内容 

(５) 脱炭素エネルギー源の利用に係る検討の結果 

(６) その他規則で定める事項 

２ 特定開発事業者以外の事業者は、規則で定めるとこ

ろにより、開発事業地球温暖化対策等計画書を作成し、

市長に提出することができる。 

３ 第１項の規定は、前項の規定により開発事業地球温

暖化対策等計画書を提出する場合について、準用する。 

４ 第１項又は第２項の規定により開発事業地球温暖化

対策等計画書を提出した事業者（以下「計画書提出開

発事業者」という。）は、当該開発事業地球温暖化対

策等計画書に係る事業が完了するまでの間、第１項各

号（前項において準用する場合を含む。）に掲げる事

項について変更をしようとするときは、規則で定める

ところにより、その旨を市長に届け出なければならな

い。 

５ 開発事業の変更により、当該開発事業が特定開発事

業に該当しなくなった場合は、第１項の規定により提

出された開発事業地球温暖化対策等計画書は、第２項

の規定により提出された開発事業地球温暖化対策等計

画書とみなす。 

第16条 条例第19条第１項の規則で定める開発事業は、

開発区域（都市計画法（昭和43年法律第100号）第４条

第13項の開発区域をいう。）の面積が１ヘクタール以

上の開発行為であって、新築する１又は２以上の建築

物（以下「予定建築物」という。）の床面積の合計が

5,000平方メートルを超えるものとする。ただし、非常

災害のため必要な応急措置として行う開発事業その他

市長が必要と認める開発事業については、この限りで

はない。 

（開発事業地球温暖化対策等計画書の提出） 

第17条 条例第19条第１項の規定による提出は、開発事

業地球温暖化対策等指針に定める資料を添付し、開発

事業地球温暖化対策等計画書（第８号様式）により行

うものとする。 

２ 条例第19条第１項の規定による提出は、川崎市環境

影響評価に関する条例（平成11年川崎市条例第48号）

第２条第２号の指定開発行為に該当する特定開発事業

にあっては同条例第18条第１項の規定により条例環境

影響評価準備書（以下「準備書」という。）を提出す

る日までに、それ以外の特定開発事業にあっては当該

開発事業に係る工事に着手しようとする日の90日前ま

でに行うものとする。 

（開発事業地球温暖化対策等計画書の記載事項） 

第18条 条例第19条第１項第６号の規則で定める事項

は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 特定開発事業の名称及び目的 

（２） 工事着手の予定年月日及び工事完了の予定年月

日 

（３） 予定建築物が川崎市公害防止等生活環境の保全

に関する条例（平成11年川崎市条例第50号）第127条の

４第１項の特定建築物に該当する場合にあっては、同

項第５号に規定する環境性能の評価の目標 

（４） その他市長が必要と認める事項 
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条例（R7.4施行時点） 規則（R7.4施行時点） 

（開発事業地球温暖化対策等計画書の変更等の届出） 

 第19条 条例第19条第４項の規定による届出は、開発事

業地球温暖化対策等指針に定める資料を添付し、開発

事業地球温暖化対策等計画書変更届出書（第９号様式）

により行うものとする。 

 ２ 条例第19条第４項の規定による届出は、同条第１項

第１号及び第６号に掲げる事項の変更にあっては速や

かに、同項第２号から第５号までに掲げる事項の変更

にあっては変更する日の15日前までに行うものとす

る。 

 （特定開発事業者以外の事業者による開発事業地球温暖化

対策等計画書の提出等） 

 第20条 前３条の規定は、条例第19条第２項の規定によ

る特定開発事業者以外の事業者による開発事業地球温

暖化対策等計画書の作成及び提出について準用する。 

（開発事業の完了の届出等） （開発事業の完了の届出） 

第20条 計画書提出開発事業者は、その提出した開発事

業地球温暖化対策等計画書に係る事業を完了したと

き、又は中止したときは、規則で定めるところにより、

速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

第21条 条例第20条の規定による完了の届出は、開発事

業地球温暖化対策等指針に定める資料を添付し、開発

事業完了届出書（第10号様式）により行うものとする。 

（開発事業の中止の届出） 

第22条 条例第20条の規定による中止の届出は、開発事

業中止届出書（第11号様式）により行うものとする。 

（開発事業地球温暖化対策等計画書の概要の公表） （開発事業地球温暖化対策等計画書の概要の公表） 

第21条 市長は、第19条第１項若しくは第２項の規定に

よる提出又は同条第４項若しくは前条の規定による届

出があったときは、インターネットの利用その他適切

な方法により、速やかに、当該提出又は届出に係る計

画書提出開発事業者の氏名又は名称その他の規則で定

める事項を公表するものとする。 

第23条 条例第21条の規則で定める事項は、次に掲げる

事項とする。 

（１） 条例第19条第１項第１号から第５号までに掲げ

る事項 

（２） 第18条第１号から第３号までに掲げる事項 

（３） その他市長が必要と認める事項 

（指導及び助言）  

第22条 市長は、計画書提出開発事業者に対し、その提

出した開発事業地球温暖化対策等計画書の内容につい

て、開発事業地球温暖化対策等指針に基づき、必要な

指導及び助言を行うことができる。 

 

（住宅販売時の情報の提供）  

第23条 住宅の建築主及びその販売の受託者は、その販

売をしようとするときは、購入しようとする者に対し、

当該住宅に係るエネルギーの使用の合理化その他の温

室効果ガスの排出の量の削減等及び緑化その他の気候

変動適応について情報の提供を行うよう努めるものと

する。 
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条例（R7.4施行時点） 規則（R7.4施行時点） 

第４節 脱炭素エネルギー源の利用による地球温暖化対策  

（脱炭素エネルギー源の優先的な利用等）  

第24条 事業者及び市民は、その事業活動及び日常生活

において、脱炭素エネルギー源を優先的に利用するよ

う努めるものとする。 

 

２ 市は、地域の特性に応じた脱炭素エネルギー源の利

用について検討するとともに、必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

 

（特定建築物への太陽光発電設備等の設置） (条例第25条第１項の規則で定める場合) 

第25条 床面積（増築又は改築をする場合にあっては、

当該増築又は改築に係る部分の床面積。以下同じ。）の

合計が2,000平方メートル以上の建築物（以下「特定建

築物」という。）の新築等をしようとする者（以下「特

定建築主」という。）は、規則で定める場合を除き、当

該特定建築物又はその敷地（建築基準法施行令（昭和

25年政令第338号）第１条第１号に規定する敷地をい

う。以下同じ。）に、太陽光を電気に変換する設備（以

下「太陽光発電設備」という。）その他の再生可能エネ

ルギー源を利用するための設備（以下「太陽光発電設

備等」という。）であって規則で定める基準に適合する

ものを設置しなければならない。 

第24条 条例第25条第１項の規則で定める場合は、当該

特定建築物が建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律（平成27年法律第53号。以下「建築物省エ

ネ法」という。）第18条第２号に該当する建築物又は

市長が特別の事情があると認める建築物である場合と

する。 

(特定建築物への太陽光発電設備等の設置基準) 

第25条 条例第25条第１項の規則で定める基準は、太陽

光発電設備の定格出力の合計が、当該特定建築物の建

築面積（増築又は改築をする場合にあっては、当該増

築又は改築に係る部分の建築面積。以下この項及び次

項において同じ。）に0.05を乗じて得た面積に１平方

メートル当たり0.15キロワットを乗じて得た出力（当

該出力が、次の表の左欄に掲げる特定建築物の区分に

応じ、同表の中欄に掲げる出力に満たない場合にあっ

ては当該中欄に掲げる出力、同表の右欄に掲げる出力

を超える場合にあっては当該右欄に掲げる出力。以下

この項及び第12号様式から第14号様式までにおいて

「設置基準量」という。）以上であることとする。 
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条例（R7.4施行時点） 規則（R7.4施行時点） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定建築物の区分 設置基準

量の下限 

設置基準

量の上限 

床面積（増築又は改築をする

場合にあっては、当該増築又

は改築に係る部分の床面積。

以下同じ。）の２分の１以上

を工場等（建築物エネルギー

消費性能基準等を定める省

令（平成28年経済産業省・国

土交通省令第１号）第10条第

１号に規定する工場等をい

う。）の用途に供する特定建

築物（以下この欄において

「工場等特定建築物」とい

う。）であって、床面積の合

計が2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満であ

るもの 

６キロワ

ット 

18キロワ

ット 

工場等特定建築物であって、

床面積の合計が5,000平方メ

ートル以上10,000平方メー

トル未満であるもの 

12キロワ

ット 

36キロワ

ット 

工場等特定建築物であって、

床面積の合計が10,000平方

メートル以上であるもの 

24キロワ

ット 

45キロワ

ット 

工場等特定建築物以外の特

定建築物であって、床面積の

合計が2,000平方メートル以

上5,000平方メートル未満で

あるもの 

３キロワ

ット 

９キロワ

ット 

工場等特定建築物以外の特

定建築物であって、床面積の

合計が5,000平方メートル以

上10,000平方メートル未満

であるもの 

６キロワ

ット 

18キロワ

ット 

工場等特定建築物以外の特

定建築物であって、床面積の

合計が10,000平方メートル

以上であるもの 

12キロワ

ット 

36キロワ

ット 
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条例（R7.4施行時点） 規則（R7.4施行時点） 

 ２ 当該特定建築物の建築面積から次の各号のいずれか

に該当する屋上の部分であって、太陽光発電設備を設

置することが困難であると市長が認める部分の面積を

減じて得た面積（以下「太陽光発電設備設置可能面積」

という。）が、当該建築面積に0.05を乗じて得た面積

に満たない場合における前項の規定の適用について

は、同項中「当該特定建築物の建築面積（増築又は改

築をする場合にあっては、当該増築又は改築に係る部

分の建築面積。以下この項及び次項において同じ。）

に0.05を乗じて得た面積」とあるのは、「次項に規定

する太陽光発電設備設置可能面積」とする。 

 （１） ヘリコプターの緊急離着陸場等を設置する部分 

 （２） 法令、条例等により緑化する部分 

 （３） 定格出力が３キロワット以上の太陽光発電設備

を設置するために必要な広さを有しない部分 

 （４） 太陽光発電設備を設置することにより当該特定

建築物の設備の機能及び維持管理に支障が生じる部分 

 （５） 日影により太陽光発電設備による効率的な発電

に支障が生じる部分 

 （６） その他市長が必要と認める部分 

 ３ 特定建築主が当該特定建築物又はその敷地に次の各

号に掲げる設備を設置する場合には、当該各号に定め

る出力を合計した量の定格出力の太陽光発電設備を当

該特定建築物又はその敷地に設置するものとみなし

て、前２項の規定を適用する。 

（１） 風力発電設備 当該設備の年間発電電力量1,000

キロワット時当たり１キロワット 

 （２） 地中熱を利用する熱供給設備 当該設備の年間

熱供給量3,600メガジュール当たり１キロワット 

 （３） 太陽熱を利用する熱供給設備 当該設備の年間

熱供給量3,600メガジュール当たり１キロワット 

 （４） バイオマスを利用する発電設備 当該設備の年

間発電電力量1,000キロワット時当たり１キロワット 

 （５） バイオマスを利用する熱供給設備 当該設備の

年間熱供給量3,600メガジュール当たり１キロワット 

 （６） その他市長が適当と認める再生可能エネルギー源

を利用する設備 市長が適当と認める出力 
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条例（R7.4施行時点） 規則（R7.4施行時点） 

２ 特定建築主は、太陽光発電設備等の設置に代えて、

当該特定建築物及びその敷地における脱炭素エネルギ

ー源の利用に係る措置として規則で定める措置を講ず

ることができる。この場合において、当該特定建築主

は、当該特定建築物又はその敷地に、規則で定める出

力の量の太陽光発電設備等を設置したものとみなし、

前項及び第４項の規定を適用する。 

（特定建築物への太陽光発電設備等の設置に代わる措置） 

第26条 条例第25条第２項の規則で定める措置は、次に

掲げる措置であって、同条第１項の規定による特定建

築物への太陽光発電設備等の設置に代わる措置として

市長が適当と認めるものとする。 

（１） 当該特定建築物及びその敷地以外の場所に太陽

光発電設備等を設置し、当該太陽光発電設備等で発電

される電気（非化石証書等により証されるその発電に

伴って二酸化炭素が排出されない電気であるという価

値（以下この項において「環境価値」という。）を有

するものに限る。）又は当該発電される電気が有する

環境価値を当該特定建築物及びその敷地で利用するた

めに必要な措置 

（２） 市内において新築等をした又は所有する建築物

（当該特定建築物を除く。）若しくはその敷地に太陽

光発電設備等を設置し、当該太陽光発電設備等で発生

される電気又は熱を当該建築物及びその敷地で利用す

るために必要な措置 

（３） 当該特定建築物が特定開発事業（条例第19条第

２項の規定により開発事業地球温暖化対策等計画書を

提出した事業者の当該開発事業地球温暖化対策等計画

書に係る事業を含む。以下この号及び第33条第１項第

２号イにおいて同じ。）の予定建築物である場合にお

いて、当該特定開発事業を行う土地の区域（当該特定

建築物及びその敷地を除く。）に太陽光発電設備等を

設置し、当該太陽光発電設備等で発生される電気又は

熱を当該区域で利用するために必要な措置 

（４） 当該特定建築物又はその敷地に太陽光発電設備

等を設置することが困難であると市長が認める場合に

おいて、環境価値を当該特定建築物及びその敷地で利

用するために必要な措置 

（５） その他当該特定建築物及びその敷地における脱

炭素エネルギー源の利用に係る措置 
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条例（R7.4施行時点） 規則（R7.4施行時点） 

 ２ 条例第25条第２項の規則で定める出力の量は、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める出

力を合計した量の定格出力とする。 

（１） 前項第１号の措置として、太陽光発電設備又は

前条第３項第１号若しくは第４号に掲げる設備を設置

する場合 当該設備の年間発電電力量（当該設備が設

置される発電所内で消費される電力の量を除く。）

1,000キロワット時当たり1キロワット 

（２） 前項第２号又は第３号の措置として、太陽光発

電設備を設置する場合 当該太陽光発電設備の定格出

力 

（３） 前項第２号又は第３号の措置として、前条第３

項各号に掲げる設備を設置する場合 同項各号に掲げ

る設備の区分に応じ、当該各号に定める出力 

（４） 前項第４号又は第５号に規定する措置を講ずる

場合 条例第25条第１項の規定による特定建築物への

太陽光発電設備等の設置に代わる措置として市長が適

当と認める出力 

３ 第１項の規則で定める基準並びに前項の規則で定め

る措置及び出力の量は、市長が科学的知見、技術水準

その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事

情の変動に応じて必要な変更を行うものとする。 

 

４ 特定建築主は、規則で定めるところにより、次に掲

げる事項を記載した計画書（以下「特定建築物太陽光

発電設備等設置計画書」という。）を作成し、市長に

提出しなければならない。 

(１) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所若しくは

事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の

氏名 

(２) 特定建築物の名称及び所在地 

(３) 特定建築物の概要 

(４) 特定建築物又はその敷地に設置する太陽光発電設

備等の種類 

(５) 特定建築物又はその敷地に設置する太陽光発電設

備等により利用することが可能な再生可能エネルギー

の量 

(６) 第２項の措置を講じる場合にあっては、当該措置

に関し規則で定める事項 

(７) その他規則で定める事項 

（特定建築物太陽光発電設備等設置計画書の提出等） 

第27条 条例第25条第４項の規定による提出は、付近見

取図その他市長が必要と認める資料を添付し、特定建

築物太陽光発電設備等設置計画書（第12号様式）によ

り、当該特定建築物の新築等に係る建築基準法（昭和

25年法律第201号）第６条第１項若しくは第６条の２第

１項に規定する確認の申請又は同法第18条第２項に規

定する計画の通知をしようとする日の21日前までに行

わなければならない。 

２ 特定建築主は、条例第25条第１項に規定する規則で

定める場合には、当該特定建築物について同条第４項

の規定により特定建築物太陽光発電設備等設置計画書

を作成し、提出することを要しない。 

（特定建築物太陽光発電設備等設置計画書の記載事項） 

第28条 条例第25条第４項第６号の規則で定める事項

は、同条第２項の措置の内容その他当該措置に関し市

長が必要と認める事項とする。 

２ 条例第25条第４項第７号の規則で定める事項は、連

絡担当者の氏名及び連絡先その他市長が必要と認める

事項とする。 
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条例（R7.4施行時点） 規則（R7.4施行時点） 

５ 前項の規定により特定建築物太陽光発電設備等設置

計画書を提出した特定建築主（以下「計画書提出特定

建築主」という。）は、当該特定建築物の新築等に係る

工事が完了するまでの間、同項第１号、第２号又は第

７号に掲げる事項について変更（規則で定める軽微な

変更を除く。）をしたときは、規則で定めるところによ

り、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

（特定建築物太陽光発電設備等設置計画書の変更の届出）

第29条 条例第25条第５項及び第６項の規定による届出

は、市長が必要と認める資料を添付し、特定建築物太

陽光発電設備等設置計画書変更届出書（第13号様式）

により行うものとする。 

２ 条例第25条第５項の規定による変更の届出は、当該

変更の日の翌日から起算して30日以内に行うものとす

る。３ 条例第25条第５項の規則で定める軽微な変更

は、住居表示の実施に伴う特定建築主の住所若しくは

主たる事務所若しくは事業所の所在地又は特定建築物

の所在地の表示の変更その他市長が軽微な変更と認め

たものとする。 

６ 計画書提出特定建築主は、当該特定建築物の新築等

に係る工事が完了するまでの間、第４項第３号から第

６号までに掲げる事項について変更（規則で定める軽

微な変更を除く。）をしようとするときは、規則で定め

るところにより、その旨を市長に届け出なければなら

ない。 

４ 条例第25条第６項の規定による変更の届出は、当該

変更に係る工事に着手しようとする日の15日前までに

行うものとする。 

５ 条例第25条第６項の規則で定める軽微な変更は、同

条第４項第３号に掲げる事項の変更（同項第４号から

第６号までに掲げる事項その他市長が必要と認める事

項の変更を伴うものを除く。）その他市長が軽微な変

更と認めたものとする。 

７ 計画書提出特定建築主は、当該特定建築物の新築等

に係る工事が完了したとき、又は中止したときは、速

やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

（特定建築物の新築等に係る工事の完了等の届出） 

第30条 条例第25条第７項の規定による工事の完了の届

出は、市長が必要と認める資料を添付し、特定建築物

工事完了届出書（第14号様式）により行うものとする。 

２ 条例第25条第７項の規定による工事の中止の届出

は、特定建築物工事中止届出書（第15号様式）により

行うものとする。 
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８ 市長は、第４項の規定による提出又は前３項の規定

による届出があったときは、インターネットの利用そ

の他適切な方法により、速やかに、当該提出又は届出

に係る計画書提出特定建築主の氏名又は名称その他の

規則で定める事項を公表するものとする。 

（公表する事項） 

第31条 条例第25条第8項の規則で定める事項は、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項

その他市長が必要と認める事項とする。 

（１） 条例第25条第４項の規定により特定建築物太陽

光発電設備等設置計画書が提出された場合 特定建築

物太陽光発電設備等設置計画書（第１面を除く。）に

記載された事項 

 （２） 条例第25条第５項又は第６項の規定により特定

建築物太陽光発電設備等設置計画書変更届出書が提出

された場合 特定建築物太陽光発電設備等設置計画書

変更届出書（第１面を除く。）に記載された事項 

 （３） 条例第25条第７項の規定により特定建築物工事

完了届出書が提出された場合 特定建築物工事完了届

出書（第１面を除く。）に記載された事項 

 （４） 条例第25条第７項の規定により特定建築物工事

中止届出書が提出された場合 中止の日その他市長が

必要と認める事項 

（中小規模特定建築物への太陽光発電設備の設置） （中小規模特定建築物への太陽光発電設備の設置基準） 

第26条 特定建築事業者（建築事業者（建築物を新たに

建設する工事を業として請け負う者又は建築物を新築

し、これを分譲し、若しくは賃貸することを業として

行う者をいう。以下同じ。）であって、１年間に市内に

おいて新たに建設し、又は新築する中小規模特定建築

物（床面積の合計が2,000平方メートル未満の建築物を

いい、建築事業者が自ら当該工事を行うものに限る。

以下同じ。）の床面積の合計が規則で定める値以上であ

るものをいう。以下同じ。）は、当該中小規模特定建築

物又はその敷地に、出力の合計が規則で定める量以上

の太陽光発電設備を設置しなければならない。 

第32条 条例第26条第１項に規定する規則で定める値

は、5,000平方メートルとする。ただし、特定建築事業

者が市内において新たに建設し、又は新築する中小規

模特定建築物（１年間（４月１日から翌年３月31日ま

での１年間をいう。第34条において同じ。）に建築基

準法第６条第１項、第６条の２第１項又は第18条第３

項の規定による確認済証（建築物の計画の変更に係る

ものを除く。第34条において同じ。）の交付を受けた

ものに限る。次項において同じ。）に次に掲げる建築

物（以下「適用除外建築物」という。）が含まれる場

合は、5,000平方メートルに当該適用除外建築物の床面

積の合計を加えた値とする。 

（１） 建築物省エネ法第18条第１号又は第２号に該当

する建築物 

（２） 床面積の合計が10平方メートル以下の建築物 

（３） その他市長が特別の事情があると認める建築物 
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２ 条例第26条第１項に規定する規則で定める量（第37

条第２号及び第16号様式において「設置基準量」とい

う。）は、特定建築事業者が市内において新たに建設し、

又は新築する中小規模特定建築物（適用除外建築物を

除く。）の数（ただし、次に掲げる建築物に該当する中

小規模特定建築物の数を除くことができる。）に算定基

準率0.7を乗じて得た値に２キロワットを乗じて得た

量の定格出力とする。 

 （１） 建築面積が20平方メートル未満の建築物 

 （２） 屋根のうち、真方位90度以上270度以下の方向に

面する部分及び水平な部分から市長が太陽光発電設備

の設置に支障があると認める部分を除いた部分の水平

投影面積の合計が20平方メートル未満の建築物その他

太陽光発電設備を設置することが困難であると市長が

認める建築物 

 （中小規模特定建築物への太陽光発電設備の設置に代わる

措置） 

２ 特定建築事業者は、太陽光発電設備の設置に代えて、

脱炭素エネルギー源の利用を促進するための措置とし

て規則で定める措置を講ずることができる。この場合

において、当該特定建築事業者は、当該中小規模特定

建築物又はその敷地に、規則で定める出力の量の太陽

光発電設備を設置したものとみなし、前項及び第４項

の規定を適用する。 

第33条 条例第26条第２項に規定する規則で定める措置

は、次に掲げるものとする。 

（１） 当該中小規模特定建築物又はその敷地における

次に掲げる設備の設置 

ア 地中熱を利用する熱供給設備 

イ 太陽熱を利用する熱供給設備 

ウ その他市長が適当と認める再生可能エネルギー源

を利用するための設備 

（２） 前号に掲げるもののほか、次に掲げる措置であ

って、中小規模特定建築物への太陽光発電設備の設置

に代わる措置として市長が適当と認めるもの 

ア 当該中小規模特定建築物及びその敷地以外の市内

の建築物（特定建築物を除く。）又はその敷地に太陽

光発電設備又は前号アからウまでに掲げる設備を設

置し、当該設備で発生される電気又は熱を当該建築物

及びその敷地で利用するために必要な措置  

 イ 特定開発事業の予定建築物として当該中小規模特

定建築物の新築等をしようとする場合において、当該

特定開発事業の区域に太陽光発電設備又は前号アか

らウまでに掲げる設備を設置し、当該設備で発生され

る電気又は熱を当該区域で利用するために必要な措

置   

 ウ その他脱炭素エネルギー源の利用を促進するため

の措置 
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 ２ 条例第26条第２項に規定する規則で定める出力の量

は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号

に定める出力を合計した量の定格出力とする。 

 （１） 前項第１号に掲げる措置として同号ア又はイに掲

げる設備を設置する場合 当該設備の年間熱供給量

3,600メガジュール当たり１キロワット又は当該設備を

設置した中小規模特定建築物及びその敷地１件当たり

２キロワット 

 （２） 前項第１号に掲げる措置として同号ウに掲げる設

備を設置する場合又は同項第２号に掲げる措置（同号ウ

に掲げる措置を除く。次号において同じ。）として第25

条第３項各号に掲げる設備を設置する場合 同項各号

に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める出力 

 （３） 前項第２号に掲げる措置として、太陽光発電設備

を設置する場合 当該太陽光発電設備の定格出力 

 （４） 前項第２号に掲げる措置（同号ウに掲げる措置に

限る。）を講ずる場合 条例第26条第１項の規定による

中小規模特定建築物への太陽光発電設備の設置に代わ

る措置として市長が適当と認める出力 

３ 第１項に規定する出力の量並びに前項に規定する規

則で定める措置及び出力の量は、市長が科学的知見、

技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、こ

れらの事情の変動に応じて必要な変更を行うものとす

る。 

 

４ 特定建築事業者は、市内において新たに建設し、又

は新築しようとした中小規模特定建築物及びその敷地

（以下「中小規模特定建築物等」という。）について、

規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載し

た報告書（以下「中小規模特定建築物太陽光発電設備

設置報告書」という。）を作成し、市長に提出しなけ

ればならない。 

(１) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所若しくは

事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の

氏名 

(２) 市内において新たに建設し、又は新築しようとし

た中小規模特定建築物の床面積の合計 

(３) 第１項に規定する出力の量に対する中小規模特定

建築物等に設置する太陽光発電設備の出力の量の状況 

(４) 第２項の措置を講じる場合にあっては、当該措置

に関し規則で定める事項 

(５) その他規則で定める事項 

（中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書の作成

等） 

第34条 条例第26条第４項の規定による作成は、市内に

おいて新たに建設し、又は新築しようとした中小規模

特定建築物（１年間に確認済証が交付されたものに限

る。次条において同じ。）及びその敷地について行う

とともに、同項の規定による提出は、市長が必要と認

める資料を添付し、中小規模特定建築物太陽光発電設

備設置報告書（第16号様式）により、１年間の末日の

属する年度の翌年度の９月末までに行わなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



22/30 

条例（R7.4施行時点） 規則（R7.4施行時点） 

（中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書の記載事

項） 

第35条 条例第26条第４項第４号の規則で定める事項

は、同条第２項の規定による措置の内容その他市長が

必要と認める事項とする。 

 ２ 条例第26条第４項第５号の規則で定める事項は、市

内において新たに建設し、又は新築しようとした中小

規模特定建築物の数その他市長が必要と認める事項と

する。 

５ 建築事業者（特定建築事業者を除く。）は、規則で定

めるところにより、中小規模特定建築物太陽光発電設

備設置報告書を作成し、市長に提出することができる。 

（特定建築事業者以外の建築事業者による中小規模特定建

築物太陽光発電設備設置報告書の作成等） 

第36条 前２条の規定は、条例第26条第５項の規定によ

る建築事業者（特定建築事業者を除く。）による中小

規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書の作成及び

提出について準用する。 

６ 第４項の規定は、前項の規定により中小規模特定建

築物太陽光発電設備設置報告書を提出する場合につい

て、準用する。 

 

 

 

 

７ 市長は、中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報

告書が提出されたときは、インターネットの利用その

他適切な方法により、速やかに、当該提出に係る特定

建築事業者の氏名又は名称その他の規則で定める事項

を公表するものとする。 

（中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書の概要の

公表） 

第37条 条例第26条第７項の規則で定める事項は、次に掲

げる事項とする。 

（１） 条例第26条第４項第１号に掲げる事項 

（２） 設置基準量に対する設置する太陽光発電設備等

の出力の合計の比率 

（３） 太陽光発電設備の設置基準に対する適合状況 

（４） その他市長が必要と認める事項 
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（建築士による太陽光発電設備に係る説明）  (建築士による説明を要する建築物) 

第27条 建築士は、規則で定める建築物の新築等に係る

設計を行うときは、規則で定める場合を除き、当該設

計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物

及びその敷地に設置することができる太陽光発電設備

について、規則で定める事項を記載した書面を交付し

て説明しなければならない。 

２ 建築士は、前項の建築主の承諾を得て、同項の規定

による書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事

項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式

で作られた記録をいう。以下同じ。）を提供すること

ができる。この場合において、当該建築士は、同項の

規定による書面の交付を行ったものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

３ 第１項の規定による説明をした建築士は、同項の規

定により交付した書面の写し又は前項の規定により提

供した電磁的記録を規則で定める期間、保存しなけれ

ばならない。 

第38条 条例第27条第１項の規則で定める建築物は、床面

積の合計が10平方メートルを超える建築物（特定建築物

及び建築物省エネ法第18条第２号に該当する建築物を

除く。）とする。 

（建築士による説明を要しない場合） 

第39条 条例第27条第１項の規則で定める場合は、次に

掲げる場合とする。 

(１) 建築主が建築事業者である場合 

(２) 建築主から条例第27条第１項の規定による説明を

要しない旨の意思の表明があった場合 

(３) その他市長が認める場合 

（書面の記載事項） 

第40条 条例第27条第１項の規則で定める事項は、次に

掲げるとおりとする。 

(１) 設置することが可能な太陽光発電設備の出力の合

計 

(２) 太陽光発電設備の利用による温室効果ガスの排出

の量の削減その他の地球温暖化対策に関する情報 

(３) その他市長が必要と認める事項 

（書面の写し等の保存期間） 

第41条 条例第27条第３項の規則で定める期間は、同条

第１項の規定による説明を行った日から起算して３年

とする。 

（特定建築主等に対する支援）  

第28条 市長は、建築物又はその敷地への太陽光発電設

備の設置を促進するため、特定建築主、特定建築事業

者、中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書を

提出しようとする建築事業者（特定建築事業者を除

く。）及び前条第１項の設計を行う建築士に対し、情報

の提供、指導、助言その他の必要な支援（特定建築主

に対するものにあっては、太陽光発電設備等（太陽光

発電設備を除く。）の設置を促進するためのものを含

む。）を行うよう努めなければならない。 

 

（事業者及び市民に対する支援）  

第29条 市は、建築物又はその敷地への太陽光発電設備

の設置を促進するため、事業者及び市民に対し、情報

の提供、助言その他の必要な支援を行うよう努めなけ

ればならない。 
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（適用除外） （適用除外） 

第30条 この節（第24条及び次条を除く。）の規定は、

規則で定める建築物については、適用しない。 

第42条 条例第30条の規則で定める建築物は、建築物省

エネ法第18条第３号に該当する建築物とする。 

（エネルギー供給事業の情報の提供） （エネルギー供給事業者） 

第31条 市長は、市域における温室効果ガスの排出の量

を明らかにするため、規則で定めるエネルギーの供給

を行う者に対して、市域における事業に関する情報の

提供を求めることができる。 

第43条 条例第31条の規則で定めるエネルギーの供給を

行う者は、次に掲げる者とする。 

(１) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１項

第17号に規定する電気事業者 

(２) ガス事業法（昭和29年法律第51号）第２条第12項

に規定するガス事業者 

第５節 日常生活等における地球温暖化対策等  

（温室効果ガスの排出の量のより少ない製品の利用等）  

第32条 事業者及び市民は、その事業活動及び日常生活

において使用する製品について、温室効果ガスの排出

の量のより少ない利用に努めるとともに、当該製品を

購入する場合は、温室効果ガスの排出の量のより少な

い製品を選択するよう努めるものとする。この場合に

おいて、市は、必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。  

（廃棄物の発生の抑制等）  

第33条 事業者及び市民は、温室効果ガスの排出の量の

削減を図るため、廃棄物の発生の抑制、再使用、再生

利用等に努めるとともに、市は、必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。  

（交通に係る地球温暖化対策）  

第34条 事業者及び市民は、公共交通機関の利用、排出

される温室効果ガスがないか又はその量が相当程度少

ない自動車の利用、自動車の適正な運転及び整備その

他の交通に係る温室効果ガスの排出の量の削減のため

の取組に努めるものとする。  

２ 市は、公共交通機関の充実及びその利用促進、排出

される温室効果ガスがないか又はその量が相当程度少

ない自動車の利用促進その他の交通に係る温室効果ガ

スの排出の量の削減のための措置を講ずるよう努めな

ければならない。  

（環境教育及び環境学習）  

第35条 市は、地球温暖化対策等のための環境教育及び

環境学習の推進並びにそれらの支援を行うよう努めな

ければならない。  

（緑の保全及び緑化の推進）  

第36条 市、事業者及び市民は、温室効果ガスの排出の

量の削減等及び気候変動適応を図るため、緑の保全及

び緑化の推進に努めるとともに、市は、必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。  
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第６節 環境技術による国際貢献の推進等  

（地球温暖化対策に資する製品及び技術）  

第37条 製品の開発及び生産並びに技術の開発（以下「製

品の開発等」という。）を行う事業者は、地球全体で

の温室効果ガスの排出の量の削減のため、温室効果ガ

スの排出の量のより少ない製品の開発等及び温室効果

ガスの排出の量の削減等に寄与する製品の開発等を行

うよう努めるものとする。  

２ 市は、事業者の行う温室効果ガスの排出の量のより

少ない製品の開発等及び温室効果ガスの排出の量の削

減等に寄与する製品の開発等を支援するよう努めなけ

ればならない。  

（環境技術による国際貢献の推進）  

第38条 優れた環境技術を有する事業者は、その事業活

動を通じて、地球温暖化対策等に係る国際貢献を推進

するよう努めるものとする。  

２ 市は、優れた環境技術を有する事業者と連携して、

地球温暖化対策等に係る国際貢献を推進するよう努め

なければならない。  

第３章 地球温暖化対策等の推進のための体制整備  

（地球温暖化防止活動推進員）  

第39条 地球温暖化防止活動推進員（法第37条第１項の

規定に基づき市長が委嘱する者をいう。以下「推進員」

という。）は、同条第２項に定めるもののほか、気候

変動適応に関する知識の普及等気候変動適応の重要性

に対する事業者及び市民の理解を深めるための活動を

行う。  

２ 市は、推進員が、地域における地球温暖化対策等を

推進できるよう、必要に応じて支援するものとする。  

３ 市は、推進員と連携し、日常生活における温室効果

ガスの排出の量の削減等及び気候変動適応のための取

組の推進に努めなければならない。  

（地域地球温暖化防止活動推進センター）  

第40条 地域地球温暖化防止活動推進センター（法第38

条第１項の規定に基づき市長が指定する者をいう。以

下「推進センター」という。）は、同条第２項に定め

るもののほか、気候変動適応に関する普及啓発を行う

こと等により気候変動適応及び気候変動適応に資する

事業活動の促進を図るための事業を行う。  

２ 市は、推進センターが、事業者及び市民の積極的な

取組を促進する役割を果たすことができるよう、必要

に応じて支援するものとする。 
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第４章 雑則  

（報告等及び立入調査） （身分証明書） 

第41条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、

この条例に基づく措置の実施の状況その他必要な事項

について、報告若しくは資料の提出を求め、又はその

職員に、計画書提出事業者、計画書提出開発事業者、

計画書提出特定建築主、第26条第４項（同条第６項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により中小規模特

定建築物太陽光発電設備設置報告書を提出した者及び

第27条第１項の設計を行う建築士が設置し、若しくは

管理している事業所、事務所その他の場所に立ち入り、

調査させることができる。 

第44条 条例第41条第２項の身分を示す証明書は、立入

調査員証（第17号様式）とする。 

２ 前項の規定による調査をする職員は、その身分を示

す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合は、こ

れを提示しなければならない。 

 

（勧告）  

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対

し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告する

ことができる。 

 

（１） 第10条第１項、第11条第１項、第19条第１項、

第25第４項又は第26条第４項の規定による提出をせ

ず、又は虚偽の提出をした者 

 

（２） 第10条第２項（同条第４項において読み替えて

準用する場合を含む。）、第19条第４項、第20条又は

第25条第５項から第７項までの規定による届出をせ

ず、又は虚偽の届出をした者 

 

（３） 中小規模事業者用脱炭素化取組計画書、第19条

第２項の規定に係る開発事業地球温暖化対策等計画書

（同条第５項の規定により同条第２項の規定により提

出した開発事業地球温暖化対策等計画書とみなされた

ものを含む。）又は第26条第５項の規定に係る中小規

模特定建築物太陽光発電設備設置報告書について虚偽

の提出をした者 

 

（４） 第25条第４項の規定による特定建築物太陽光発

電設備等設置計画書の提出があった場合において、そ

の特定建築物太陽光発電設備等設置計画書に記載され

た特定建築物又はその敷地に設置する太陽光発電設備

等が同条第１項の基準に適合しないと認めるときにお

ける、その提出をした者 
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（５） 第26条第４項（同条第６項において準用する場

合を含む。）の規定による中小規模特定建築物太陽光発

電設備設置報告書の提出があった場合において、その

中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書に記載

された中小規模特定建築物等に設置する太陽光発電設

備の出力の量が同条第１項に規定する出力の量に達し

ないと認めるときにおける、その提出をした者 

 

（６） 前条第１項の規定による報告をせず、若しくは

虚偽の報告をした者又は同項の規定による調査を拒

み、妨げ、若しくは忌避した者（同項に規定する建築

士を除く。） 

 

（事実の公表） （事実の公表） 

第43条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、

当該勧告に従わなかったときは、その旨及び当該勧告

を受けた者の氏名その他の規則で定める事項を公表す

ることができる。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするとき

は、あらかじめ、前条の規定による勧告を受けた者に

対し、意見を述べる機会を与えるものとする。 

第45条 条例第43条第１項の規則で定める事項は、次に

掲げるとおりとする。 

(１) 勧告を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては、その代表者の氏名 

(２) 勧告の内容 

(３) その他市長が必要と認める事項 

 （計画書等の提出） 

 第46条 条例又はこの規則の規定により市長に提出する

計画書等の提出部数は、特に定めのあるものを除き、

正本１通及びその写し１通とする。 

（表彰）  

第44条 市長は、地球温暖化対策等の推進に寄与してい

ると認められる事業者及び市民を表彰することができ

る。 

 

 

 

（委任） （委任） 

第45条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施

に関し必要な事項は、規則で定める。 

第47条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、

環境局長が定める。 
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 制定附則 

 (条例第25条第１項に規定する太陽光発電設備等の設置を

要しない場合の特例) 

 ５ 条例第25条第１項の規則で定める場合は、第24条に規

定する場合のほか、特定建築主が令和７年３月31日まで

に当該特定建築物について次に掲げる申請その他の行為

を行う場合とする。 

（１） 建築基準法第59条の２第１項の規定による許可

の申請 

（２） 環境影響評価法（平成９年法津第81号）第６条

第１項の規定による送付又は川崎市環境影響評価に関

する条例第８条（同条例第８条の10第２項において準

用する場合及び同条例第74条の規定により同条例に準

じた環境影響評価等を行う場合を含む。）の規定による

提出若しくは同条例第９条第１項（同条例第74条にお

いて準用する場合を含む。）の規定による届出 

（３） 川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係

る紛争の調整等に関する条例（平成７年川崎市条例第

48号）第９条第１項の規定による設置 

（４） 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例

第127条の４第１項の規定による提出 

（５） 川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整

条例（平成15年川崎市条例第29号）第10条第１項の規

定による提出 

（６） 都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する

細則（昭和47年川崎市規則第76号）第２条第２項（同

条第３項において都市計画法第34条の２第１項の規定

による協議について準用する場合を含む。）の規定によ

る申請 

 

 

 （条例第25条第４項に規定する特定建築物太陽光発電設備

等設置計画書の作成等を要しない場合の特例） 

 ６ 特定建築主は、第27条第２項に規定する場合のほか、

令和７年３月31日までに当該特定建築物について前項各

号に掲げる申請その他の行為を行う場合には、当該特定

建築物について条例第25条第４項の規定により特定建築

物太陽光発電設備等設置計画書を作成し、提出すること

を要しない。 
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 改正附則 

 （施行期日） 

 １ この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただ

し、第23条の次に14条を加える改正規定（第37条第２

号及び第３号に係る部分に限る。）は、令和９年４月

１日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ この規則の施行の日から起算して21日が経過する日

までの間に、建築基準法（昭和25年法律第201号）第６

条第１項若しくは第６条の２第１項に規定する確認の

申請又は同法第18条第２項に規定する計画の通知がさ

れた川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例（平

成21年川崎市条例第52号。以下「条例」という。）第

25条第1項に規定する特定建築物の新築等に係る条例

第25条第４項の規定による提出に係る改正後の規則第

27条の規定の適用については、同条中「当該特定建築

物の新築等に係る建築基準法（昭和25年法律第201号）

第６条第１項若しくは第６条の２第１項に規定する確

認の申請又は同法第18条第２項に規定する計画の通知

をしようとする日の21日前までに」とあるのは、「令

和７年４月１日以降速やかに」とする。 

 

 

 第１号様式（事業活動脱炭素化取組計画書） 

  

 第２号様式（事業活動脱炭素化取組計画書変更等届出書） 

  

 第３号様式（中小規模事業者用脱炭素化取組計画書） 

  

 第４号様式（中小規模事業者用脱炭素化取組計画書変更等

届出書） 

  

 第５号様式（事業活動脱炭素化取組結果報告書） 

  

 第６号様式（中小規模事業者用脱炭素化取組結果報告書） 

  

 第７号様式（取組結果報告書評価依頼申出書） 

  

 第８号様式（開発事業地球温暖化対策等計画書） 

  

 第９号様式（開発事業地球温暖化対策等計画書変更届出書）

  

 第10号様式（開発事業完了届出書） 
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 第11号様式（開発事業中止届出書） 

  

 第12号様式(特定建築物太陽光発電設備等設置計画書) 

  

 第13号様式(特定建築物太陽光発電設備等設置計画書変更

届出書) 

  

 第14号様式(特定建築物工事完了届出書) 

  

 第15号様式(特定建築物工事中止届出書) 

  

 第16号様式(中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告

書) 

  

 第17号様式（立入調査員証） 

  

 


